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防災基本計画修正 新旧対照表（案） 

第１編 総則 

修正前 修正後 

第１編 総則 第１編 総則 

（略） （略） 

第２章 防災の基本理念及び施策の概要 第２章 防災の基本理念及び施策の概要 

（略） （略） 

(2) 迅速かつ円滑な災害応急対策 (2) 迅速かつ円滑な災害応急対策 
（略） （略） 
○災害応急段階における施策の概要は以下の通りである。なお、災害応急段階に

おいては、関係機関は、災害応急対策に従事する者の安全の確保を図るよう十分

配慮するものとする。 

○災害応急段階における施策の概要は以下の通りである。なお、災害応急段階に

おいては、関係機関は、災害応急対策に従事する者の安全の確保を図るよう十分

配慮するものとする。 
（略） （略） 
・指定避難所等で生活する被災者の健康状態の把握等のために必要な活動を行う

とともに、仮設トイレの設置等被災地域の保健衛生活動、防疫活動を行う。ま

た、迅速な遺体対策を行う。 

・指定避難所等で生活する被災者の健康状態の把握等のために必要な活動や福祉

的な支援を行うとともに、仮設トイレの設置等被災地域の保健衛生活動、防疫活

動を行う。また、迅速な遺体対策を行う。 
（略） （略） 

第３章 防災をめぐる社会構造の変化と対応 第３章 防災をめぐる社会構造の変化と対応 

○人口の偏在、少子高齢化、グローバリゼーション、情報通信技術の発達等に伴

い我が国の社会情勢は大きく変化しつつある。国、公共機関及び地方公共団体

は、社会情勢の変化に伴う災害脆弱性の高まりについて十分配慮しつつ防災対策

を推進するものとする。とりわけ、次に掲げるような変化については、十分な対

応を図ることとする。 

○人口の偏在、少子高齢化、グローバリゼーション、情報通信技術の発達等に伴

い我が国の社会情勢は大きく変化しつつある。国、公共機関及び地方公共団体

は、社会情勢の変化に伴う災害脆弱性の高まりについて十分配慮しつつ防災対策

を推進するものとする。とりわけ、次に掲げるような変化については、十分な対

応を図ることとする。 

・国土における人口の偏在状況に拍車がかかっている。都市部では、人口の密

集、危険な地域への居住、高層ビルの増加等がみられ、これらへの対応として、

災害に強い都市構造の形成、防災に配慮した土地利用への誘導、危険地域等の情

報の公開、高層ビル等の安全確保対策、一極集中の是正等を講ずる必要がある。

一方、人口減少が進む中山間地域や漁村等では、集落の衰退、行政職員の不足、

地域経済力の低下等がみられ、これらへの対応として、災害時の情報伝達手段の

・国土における人口の偏在状況に拍車がかかっている。都市部では、人口の密

集、危険な地域への居住、高層ビルの増加等がみられ、これらへの対応として、

災害に強い都市構造の形成、防災に配慮した土地利用への誘導、危険地域等の情

報の公開、高層ビル等の安全確保対策、一極集中の是正等を講ずる必要がある。

一方、人口減少が進む中山間地域や漁村等では、著しい高齢化の進行、集落の衰

退、行政職員の不足、地域経済力の低下等がみられ、これらへの対応として、福
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第１編 総則 

修正前 修正後 

確保、防災ボランティア活動への支援、地場産業の活性化、コミュニティの活力

維持等の対策が必要である。 

祉的な支援の充実、災害時の情報伝達手段の確保、防災ボランティア活動への支

援、地場産業の活性化、コミュニティの活力維持等の対策が必要である。 

（略） （略） 

・新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえ、災害対応に当たる職員等の感染症

対策の徹底や、避難所における避難者の過密抑制など新型コロナウイルス感染症

を含む感染症対策の観点を取り入れた防災対策を推進する必要がある。 

・新型コロナウイルス感染症流行時の経験も踏まえ、災害対応に当たる職員等の

感染症対策の徹底や、避難所における避難者の過密抑制など感染症対策の観点を

取り入れた防災対策を推進する必要がある。 

（略） （略） 
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第２編 各災害に共通する対策編 

修正前 修正後 

第２編 各災害に共通する対策編 第２編 各災害に共通する対策編 

第１章 災害予防 第１章 災害予防 

第１節 災害に強い国づくり、まちづくり 第１節 災害に強い国づくり、まちづくり 

（略） （略） 

２ 災害に強いまちづくり ２ 災害に強いまちづくり 

（略） （略） 
(3) ライフライン施設の機能の確保 (3) ライフライン施設の機能の確保 

○ライフラインの被災は、安否確認、住民の避難、救命・救助等の応急対策活動

等に支障を与えるとともに避難生活環境の悪化等をもたらすことから、国〔総務

省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、環境省〕、地方公共団体及びライフ

ライン事業者は、上下水道、工業用水道、電気、ガス、石油・石油ガス、通信サ

ービス、廃棄物処理施設等のライフライン施設について、地震災害においては耐

震性の確保、津波災害においては耐浪性の確保、風水害においては浸水防止対策

等災害に対する安全性の確保を図るとともに、系統多重化、拠点の分散、代替施

設の整備等による代替性の確保を進めるものとする。廃棄物処理施設について

は、大規模災害時に稼働することにより、電力供給や熱供給等の役割も期待でき

ることから、始動用緊急電源のほか、電気・水・熱の供給設備を設置するよう努

めることとする。 

○ライフラインの被災は、安否確認、住民の避難、救命・救助等の応急対策活動

等に支障を与えるとともに避難生活環境の悪化等をもたらすことから、国〔総務

省、経済産業省、国土交通省、環境省〕、地方公共団体及びライフライン事業者

は、上下水道、工業用水道、電気、ガス、石油・石油ガス、通信サービス、廃棄

物処理施設等のライフライン施設について、地震災害においては耐震性の確保、

津波災害においては耐浪性の確保、風水害においては浸水防止対策等災害に対す

る安全性の確保を図るとともに、系統多重化、拠点の分散、代替施設の整備等に

よる代替性の確保を進めるものとする。廃棄物処理施設については、大規模災害

時に稼働することにより、電力供給や熱供給等の役割も期待できることから、始

動用緊急電源のほか、電気・水・熱の供給設備を設置するよう努めることとす

る。 

（略） （略） 

第３節 国民の防災活動の促進 第３節 国民の防災活動の促進 

（略） （略） 

２ 防災知識の普及、訓練 ２ 防災知識の普及、訓練 

（略） （略） 
(2) 防災訓練の実施、指導 (2) 防災訓練の実施、指導 
○国及び地方公共団体は、防災週間、水防月間、土砂災害防止月間、山地災害防

止キャンペーン、雪崩防災週間、全国火災予防運動、文化財防火デー等を通じ、

積極的かつ継続的に防災訓練を実施するものとする。 

○国及び地方公共団体は、防災週間、津波防災の日、水防月間、土砂災害防止月

間、山地災害防止キャンペーン、火山防災の日、雪崩防災週間、全国火災予防運
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第２編 各災害に共通する対策編 

修正前 修正後 

動、文化財防火デー等を通じ、積極的かつ継続的に防災訓練を実施するものとす

る。 
（略） （略） 
○地方公共団体は、地域の災害リスクに基づいた定期的な防災訓練を、夜間等

様々な条件に配慮し、居住地、職場、学校等においてきめ細かく実施又は行うよ

う指導し、住民の災害時の避難行動、基本的な防災用資機材の操作方法等の習熟

を図るものとする。また、新型コロナウイルス感染症を含む感染症の拡大のおそ

れがある状況下での災害対応に備え、感染症対策に配慮した避難所開設・運営訓

練を積極的に実施するものとする。 

○地方公共団体は、地域の災害リスクに基づいた定期的な防災訓練を、夜間等

様々な条件に配慮し、居住地、職場、学校等においてきめ細かく実施又は行うよ

う指導し、住民の災害時の避難行動、基本的な防災用資機材の操作方法等の習熟

を図るものとする。また、感染症の拡大のおそれがある状況下での災害対応に備

え、感染症対策に配慮した避難所開設・運営訓練を積極的に実施するものとす

る。 

(3) 防災知識の普及、訓練における要配慮者等への配慮 (3) 防災知識の普及、訓練における要配慮者等への配慮 

○防災知識の普及、訓練を実施する際、高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊産

婦等の要配慮者の多様なニーズに十分配慮し、地域において要配慮者を支援する

体制が整備されるよう努めるとともに、被災時の男女のニーズの違い等男女双方

の視点に十分配慮するよう努めるものとする。 

○防災知識の普及、訓練を実施する際、高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊産

婦等の要配慮者の多様なニーズに十分配慮し、地域において要配慮者を支援する

体制が整備されるよう努めるとともに、被災時の男女のニーズの違い等男女双方

の視点に十分配慮するよう努めることに加え、家庭動物の飼養の有無による被災

時のニーズの違いに配慮するよう努めるものとする。 

（略） （略） 

３ 国民の防災活動の環境整備 ３ 国民の防災活動の環境整備 
(1) 消防団、自主防災組織、自主防犯組織の育成強化 (1) 消防団、自主防災組織、自主防犯組織の育成強化 
○国〔消防庁〕及び市町村（都道府県）は、地域における消防防災の中核として

重要な役割を果たす消防団の施設・装備・処遇の改善、教育訓練体制の充実、青

年層・女性層を始めとした団員の入団促進等消防団の活性化を推進し、その育成

を図るものとする。 

○国〔消防庁〕及び市町村（都道府県）は、地域における消防防災の中核として

重要な役割を果たす消防団の充実強化に向けて、大規模災害等に備えた消防団の

車両・資機材・拠点施設の充実、処遇の改善、必要な資格の取得など実践的な教

育訓練体制の充実、青年層・女性層を始めとした団員の入団促進等に取り組むも

のとし、地域住民と消防団員の交流等を通じ、消防団員がやりがいを持って活動

できる環境づくりを進めるよう努めるものとする。 
（略） （略） 
(3) 企業防災の促進 (3) 企業防災の促進 
（略） （略） 
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第２編 各災害に共通する対策編 

修正前 修正後 

○国〔国土交通省〕は、公共交通・物流を担う運輸事業者に対して、防災及び事

業継続の取組を支援するために助言等を行う「運輸防災マネジメント」を推進す

るものとする。 

○国〔国土交通省〕は、公共交通・物流を担う運輸事業者に対して、防災及び事

業継続の取組を支援するために助言等を行う「運輸防災マネジメント」を推進す

るものとする。 
（新設） ○国〔気象庁〕は、公共機関等に対し、防災体制の整備や事業継続計画の策定等

を支援するため、防災気象情報の活用についての助言や普及啓発を行うものとす

る。 
（略） （略） 
４ 災害教訓の伝承 ４ 災害教訓の伝承 
○国〔内閣府、国土地理院、各省庁、国立国会図書館、国立公文書館等〕及び地

方公共団体は、過去に起こった大規模災害の教訓や災害文化を確実に後世に伝え

ていくため、大規模災害に関する調査分析結果や映像を含めた各種資料をアーカ

イブとして広く収集・整理し、適切に保存するとともに、広く一般の人々が閲覧

できるよう地図情報その他の方法により公開に努めるものとする。また、災害に

関する石碑やモニュメント等の持つ意味を正しく後世に伝えていくよう努めるも

のとする。 

○国〔内閣府、国土地理院、各省庁、国立国会図書館、国立公文書館等〕及び地

方公共団体は、過去に起こった大規模災害の教訓や災害文化を確実に後世に伝え

ていくため、大規模災害に関する調査分析結果や映像を含めた各種資料をアーカ

イブとして広く収集・整理し、適切に保存するとともに、広く一般の人々が閲覧

できるよう地図情報その他の方法により公開に努めるものとする。また、災害に

関する石碑やモニュメント等の自然災害伝承碑が持つ意味を正しく後世に伝えて

いくよう努めるものとする。 

（略） （略） 

第４節 災害及び防災に関する研究及び観測等の推進 第４節 災害及び防災に関する研究及び観測等の推進 

(1) 災害及び防災に関する研究の推進 (1) 災害及び防災に関する研究の推進 

（略） （略） 
○国〔内閣府、文部科学省、気象庁等〕は、災害及び防災に資する基本的なデー

タの集積、各種試験研究施設・設備の充実・整備、研究所や大学等における防災

研究の推進、防災技術の研究開発の推進等を図るとともに、その成果を地方公共

団体等の関係機関が活用できるように努めるものとする。 

○国〔内閣府、文部科学省、気象庁等〕は、災害及び防災に資する基本的なデー

タの集積、各種試験研究施設・設備の充実・整備、研究所や大学等における防災

研究の推進、防災技術の研究開発の推進等を図るとともに、その成果を地方公共

団体等の関係機関が活用できるように努めるものとする。 
（新設） ○国〔消防庁〕は、地震等の災害発生時における円滑な消火活動、人命救助活動

等に資するよう、官民連携による革新的技術の実用化に向けた研究開発を推進す

るものとする。 
（略） （略） 
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第２編 各災害に共通する対策編 

修正前 修正後 

第６節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧・復興への備え 第６節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧・復興への備え 

（略） （略） 

２ 情報の収集・連絡及び応急体制の整備関係 ２ 情報の収集・連絡及び応急体制の整備関係 

(1) 情報の収集・連絡体制の整備 (1) 情報の収集・連絡体制の整備 
（略） （略） 
○国〔内閣府等〕、公共機関及び地方公共団体は、情報の共有化を図るため、各

機関が横断的に共有すべき防災情報を、共通のシステム（総合防災情報システム

及びＳＩＰ４Ｄ（基盤的防災情報流通ネットワーク：Shared Information 
Platform for Disaster Management））に集約できるよう努めるものとする。ま

た、国〔内閣府等〕は、これらのシステムの役割やあり方を整理の上、防災情報

の集約、地図情報への加工、災害対応機関への提供等を可能とする新たなシステ

ムの構築を含め、防災情報のデータ連携のための環境整備を図るものとする。 

○国〔内閣府等〕、公共機関及び地方公共団体は、情報の共有化を図るため、各

機関が横断的に共有すべき防災情報を、総合防災情報システム（ＳＯＢＯ－ＷＥ

Ｂ）に集約できるよう努めるものとする。また、国〔内閣府等〕は、本システム

を中核に防災情報を共有し災害対応を行うことができる「防災デジタルプラット

フォーム」の構築を図るものとする。 

○国〔内閣官房、内閣府、警察庁、消防庁、防衛省、国土交通省、海上保安庁、

文部科学省等〕及び地方公共団体は、機動的な情報収集活動を行うため、必要に

応じ航空機、無人航空機、巡視船、車両、人工衛星等の多様な情報収集手段を活

用できる体制を整備するとともに、ヘリコプターテレビシステム、ヘリコプター

衛星通信システム（ヘリサット）、航空機運用総合調整システム（ＦＯＣＳ）、固

定カメラ等による画像情報の収集・連絡システムの整備を推進するものとする。 

○国〔内閣官房、内閣府、警察庁、消防庁、防衛省、国土交通省、海上保安庁、

文部科学省等〕及び地方公共団体は、機動的な情報収集活動を行うため、必要に

応じ航空機、無人航空機、巡視船、車両、ＳＡＲ衛星を含む人工衛星等の多様な

情報収集手段を活用できる体制を整備するとともに、ヘリコプターテレビシステ

ム、ヘリコプター衛星通信システム（ヘリサット）、航空機運用総合調整システ

ム（ＦＯＣＳ）、固定カメラ等による画像情報の収集・連絡システムの整備を推

進するものとする。 
（略） （略） 
(3) 通信手段の確保 (3) 通信手段の確保 

（略） （略） 
○国、地方公共団体等は、災害時の情報通信手段について、平常時よりその確保

に努め、その整備・運用・管理等に当たっては、次の点について十分考慮するも

のとする。 

○国、地方公共団体等は、災害時の情報通信手段について、平常時よりその確保

に努め、その整備・運用・管理等に当たっては、次の点について十分考慮するも

のとする。 
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修正前 修正後 

・防災行政無線等の無線通信ネットワークの整備・拡充及び相互接続等によるネ

ットワーク間の連携の確保を図ること。また、電気通信回線は、災害時の使用を

考慮し、十分な回線容量を確保すること。 

・防災行政無線等の無線通信ネットワークの整備・多重化・耐震化及び相互接続

等によるネットワーク間の連携の確保を図ること。また、電気通信回線は、災害

時の使用を考慮し、十分な回線容量を確保すること。 
（略） （略） 

・通信輻輳時及び途絶時を想定した通信統制や重要通信の確保及び非常通信を取

り入れた実践的通信訓練を定期的に実施すること。 

・通信が途絶している地域で、部隊や派遣職員等が活動する場合を想定し、衛星

通信を活用したインターネット機器の整備、活用に努めること。また、通信輻輳

時及び途絶時を想定した通信統制や重要通信の確保及び非常通信を取り入れた実

践的通信訓練を定期的に実施すること。 

・携帯電話・衛星携帯電話等の電気通信事業用移動通信、公共安全ＬＴＥ（ＰＳ

－ＬＴＥ）、業務用移動通信、アマチュア無線等による移動通信系の活用体制に

ついて整備しておくこと。なお、アマチュア無線の活用は、ボランティアという

性格に配慮すること。 

・携帯電話・衛星携帯電話等の電気通信事業用移動通信、公共安全モバイルシス

テム、業務用移動通信、アマチュア無線等による移動通信系の活用体制について

整備しておくこと。なお、アマチュア無線の活用は、ボランティアという性格に

配慮すること。 

（略） （略） 

○電気通信事業者は、非常用電源の整備等による通信設備の被災対策、地方公共

団体の被害想定を考慮した基幹的設備の地理的分散及び安全な設置場所の確保、

応急復旧機材の配備、通信輻輳対策を推進するなど、電気通信設備の安全・信頼

性強化に向けた取組を推進することに努めるものとする。 

○電気通信事業者は、非常用電源の整備等による通信設備の被災対策、地方公共

団体の被害想定を考慮した基幹的設備の地理的分散及び安全な設置場所の確保、

応急復旧機材の配備、通信輻輳対策を推進するなど、電気通信設備の安全・信頼

性強化に向けた取組を推進することに努めるものとし、特に、地方公共団体の庁

舎等の重要拠点の通信確保に配慮するものとする。 

（略） （略） 

(5) 防災関係機関相互の連携体制 (5) 防災関係機関相互の連携体制 

（略） （略） 
○地方公共団体は、国や他の地方公共団体等からの応援職員等を迅速・的確に受

け入れて情報共有や各種調整等を行うための受援体制の整備に努めるものとす

る。特に、庁内全体及び各業務担当部署における受援担当者の選定や応援職員等

の執務スペースの確保を行うものとする。その際、新型コロナウイルス感染症を

含む感染症対策のため、適切な空間の確保に配慮するものとする。 

○地方公共団体は、国や他の地方公共団体等からの応援職員等を迅速・的確に受

け入れて情報共有や各種調整等を行うための受援体制の整備に努めるものとす

る。特に、庁内全体及び各業務担当部署における受援担当者の選定や応援職員等

の執務スペースの確保を行うものとする。その際、感染症対策のため、適切な空

間の確保に配慮するものとする。また、応援職員等の宿泊場所の確保が困難とな

る場合も想定して、応援職員等に対して紹介できる、ホテル・旅館、公共施設の
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修正前 修正後 

空きスペース、仮設の拠点や車両を設置できる空き地など宿泊場所として活用可

能な施設等のリスト化に努めるものとする。 

（略） （略） 

○国〔消防庁〕及び地方公共団体は、消防の応援について近隣市町村及び都道府

県内全市町村による協定の締結を促進するなど消防相互応援体制の整備に努め、

緊急消防援助隊を充実強化するとともに、実践的な訓練等を通じて、人命救助活

動等の支援体制の整備に努めるものとする。 

○国〔消防庁〕及び地方公共団体は、市町村の消防の広域化を推進するなど、消

防の対応力の強化を図るよう努めるとともに、消防の応援について近隣市町村及

び都道府県内全市町村による協定の締結を促進するなど消防相互応援体制の整備

に努めるものとする。また、デジタル技術の活用による情報収集、分析など指揮

支援体制の強化や迅速な進出と効果的な活動に向けた体制整備などにより、緊急

消防援助隊を充実強化するとともに、実践的な訓練等を通じて、人命救助活動等

の支援体制の整備に努めるものとする。 

○国〔厚生労働省〕及び都道府県は、医療の応援について近隣都道府県間におけ

る協定の締結を促進するなど医療活動相互応援体制の整備に努めるとともに、災

害医療コーディネーター、災害時小児周産期リエゾン、災害派遣医療チーム（Ｄ

ＭＡＴ）の充実強化や実践的な訓練、ドクターヘリの災害時の運用要領の策定や

複数機のドクターヘリ等が離着陸可能な参集拠点等の確保の運用体制の構築等を

通じて、救急医療活動等の支援体制の整備に努めるものとする。 

○国〔厚生労働省〕及び都道府県は、医療の応援について近隣都道府県間におけ

る協定の締結を促進するなど医療活動相互応援体制の整備に努めるとともに、災

害医療コーディネーター、災害時小児周産期リエゾン、災害派遣医療チーム（Ｄ

ＭＡＴ）、災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）、災害支援ナースの充実強化や

実践的な訓練、ドクターヘリの災害時の運用要領の策定や複数機のドクターヘリ

等が離着陸可能な参集拠点等の確保の運用体制の構築等を通じて、救急医療活動

等の支援体制の整備に努めるものとする。 

○国〔厚生労働省〕及び都道府県は、災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）等の

整備に努めるものとする。 
○国〔厚生労働省〕及び都道府県は、日本災害リハビリテーション支援協会（Ｊ

ＲＡＴ）、日本栄養士会災害支援チーム（ＪＤＡ－ＤＡＴ）等との連携等に努め

るものとする。 

（略） （略） 

○国〔農林水産省、厚生労働省、経済産業省等〕、地方公共団体等は、食料、飲

料水、生活必需品、医薬品、血液製剤、燃料及び所要の資機材の調達並びに広域

的な避難に必要となる施設等の相互利用等に関する応援体制の充実に努めるもの

とする。 

○国〔農林水産省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省等〕、地方公共団体等

は、食料、飲料水、生活必需品、医薬品、血液製剤、燃料及び所要の資機材の調

達並びに広域的な避難に必要となる施設等の相互利用等に関する応援体制の充実

に努めるものとする。 

（略） （略） 

５ 救助・救急、医療及び消火活動関係 ５ 救助・救急、医療及び消火活動関係 
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修正前 修正後 

（略） （略） 
(1) 救助・救急活動関係 (1) 救助・救急活動関係 

（略） （略） 

○救助・救急関係省庁〔警察庁、消防庁、海上保安庁、防衛省〕は、救助用資機

材の整備を推進するものとする。 

○救助・救急関係省庁〔警察庁、消防庁、海上保安庁、防衛省〕は、救助用資機

材の整備を推進するものとする。その際、車両や資機材を小型・軽量化するな

ど、被災地の道路状況が悪い場合や海路・空路を活用して被災地入りする場合も

想定した救助用資機材の整備に留意するものとする。 

（略） （略） 

 (4) 消火活動関係  (4) 消火活動関係 

（略） （略） 

○市町村（都道府県）は、消防ポンプ自動車等の消防用機械・資機材の整備促進

に努めるものとする。 

○市町村（都道府県）は、大規模地震や津波災害など多様な災害にも対応する消

防ポンプ自動車等の消防用機械・資機材の整備促進に努めるものとする。 

６ 緊急輸送活動関係 ６ 緊急輸送活動関係 

（略） （略） 
○道路管理者は、発災後の道路の障害物除去（火山災害においては火山噴出物等

の道路の障害物除去、雪害においては道路の除雪を含む。）による道路啓開、応

急復旧等に必要な人員、資機材等の確保について、民間団体等との協定の締結に

努めるものとする。また、道路啓開等を迅速に行うため、協議会の設置等による

道路管理者相互の連携の下、あらかじめ道路啓開等の計画を立案するものとす

る。 

○国〔国土交通省〕は、発災後の道路の障害物除去（路面変状の補修や迂回路の

整備を含み、また、火山災害においては火山噴出物等の道路の障害物除去、雪害

においては道路の除雪を含む。）による道路啓開、応急復旧等を迅速に行うた

め、協議会の設置等によって他の道路管理者及び関係機関と連携して、あらかじ

め道路啓開等の計画を作成するものとし、必要に応じてその見直しを行うものと

する。また、道路管理者は、当該計画も踏まえて、道路啓開等に必要な人員、資

機材等の確保について、民間団体等との協定の締結に努めるものとする。 

（略） （略） 

○国〔警察庁、経済産業省等〕及び地方公共団体は、輸送協定を締結した民間事

業者等の車両については、緊急通行車両標章交付のための事前届出制度が適用さ

れ、発災後、当該車両に対して緊急通行車両標章を円滑に交付されることとなる

ことから、民間事業者等に対して周知を行うとともに、自らも事前届出を積極的

にするなど、その普及を図るものとする。 

○国〔警察庁、経済産業省等〕及び地方公共団体は、輸送協定を締結した民間事

業者等の車両は、あらかじめ緊急通行車両確認標章等の交付を受けることができ

ることについて、周知及び普及を図るものとする。 
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（略） （略） 

７ 避難の受入れ及び情報提供活動関係 ７ 避難の受入れ及び情報提供活動関係 

（略） （略） 
(1) 避難誘導 (1) 避難誘導 
（略） （略） 
○都道府県・保健所設置市及び特別区の保健所は、新型コロナウイルス感染症を

含む感染症の自宅療養者等の被災に備えて、平常時から、防災担当部局（都道府

県の保健所にあっては、管内の市町村の防災担当部局を含む。）との連携の下、

ハザードマップ等に基づき、自宅療養者等が危険エリアに居住しているか確認を

行うよう努めるものとする。また、市町村の防災担当部局との連携の下、自宅療

養者等の避難の確保に向けた具体的な検討・調整を行うとともに、必要に応じ

て、自宅療養者等に対し、避難の確保に向けた情報を提供するよう努めるものと

する。 

○都道府県・保健所設置市及び特別区の保健所等は、新型インフルエンザ等感染

症等（指定感染症及び新感染症を含む。）発生時における自宅療養者等の被災に

備えて、災害発生前から、防災担当部局（都道府県の保健所等にあっては、管内

の市町村の防災担当部局を含む。）との連携の下、ハザードマップ等に基づき、

自宅療養者等が危険エリアに居住しているか確認を行うよう努めるものとする。

また、市町村の防災担当部局との連携の下、自宅療養者等の避難の確保に向けた

具体的な検討・調整を行うとともに、必要に応じて、自宅療養者等に対し、避難

の確保に向けた情報を提供するよう努めるものとする。これらのことが円滑に行

えるよう新型インフルエンザ等感染症等発生前から関係機関との調整に努めるも

のとする。 

（略） （略） 

(3) 指定避難所等 (3) 指定避難所等 

（略） （略） 
○市町村は、地域的な特性や過去の教訓、想定される災害、新型コロナウイルス

感染症を含む感染症対策等を踏まえ、公民館、学校等の公共的施設等を対象に、

その管理者の同意を得た上で、避難者が避難生活を送るために必要十分な指定避

難所をあらかじめ指定し、平常時から、指定避難所の場所、収容人数等につい

て、住民への周知徹底を図るものとする。また、災害時に指定避難所の開設状況

や混雑状況等を周知することも想定し、ホームページやアプリケーション等の多

様な手段の整備に努めるものとする。 

○市町村は、地域的な特性や過去の教訓、想定される災害、感染症対策等を踏ま

え、公民館、学校等の公共的施設等を対象に、その管理者の同意を得た上で、避

難者が避難生活を送るために必要十分な指定避難所をあらかじめ指定し、平常時

から、指定避難所の場所、収容人数、家庭動物の受入れ方法等について、住民へ

の周知徹底を図るものとする。また、災害時に指定避難所の開設状況や混雑状況

等を周知することも想定し、ホームページやアプリケーション等の多様な手段の

整備に努めるものとする。 

（略） （略） 
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修正前 修正後 

○市町村は、指定避難所となる施設については、必要に応じ、良好な生活環境を

確保するために、換気、照明等の施設の整備に努めるものとする。 

○市町村は、指定避難所となる施設については、良好な生活環境を確保するため

に、あらかじめ避難所内の空間配置図、レイアウト図などの施設の利用計画を作

成するよう努めるものとする。また、必要に応じ、換気、照明等の施設の整備に

努めるものとする。 

〇地方公共団体は、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、平常時

から、指定避難所のレイアウトや動線等を確認しておくとともに、感染症患者が

発生した場合の対応を含め、防災担当部局と保健福祉担当部局が連携して、必要

な措置を講じるよう努めるものとする。また、必要な場合には、国や独立行政法

人等が所有する研修施設、ホテル・旅館等の活用を含めて、可能な限り多くの避

難所の開設に努めるものとする。 

〇地方公共団体は、感染症対策のため、平常時から、指定避難所のレイアウトや

動線等を確認しておくとともに、感染症患者が発生した場合の対応を含め、防災

担当部局と保健福祉担当部局が連携して、必要な措置を講じるよう努めるものと

する。また、必要な場合には、国や独立行政法人等が所有する研修施設、ホテ

ル・旅館等の活用を含めて、可能な限り多くの避難所の開設に努めるものとす

る。 

○市町村は、指定避難所において貯水槽、井戸、仮設トイレ、マンホールトイ

レ、マット、非常用電源、ガス設備、衛星携帯電話等の通信機器等のほか、空

調、洋式トイレなど、要配慮者にも配慮した施設・設備の整備に努めるととも

に、避難者による災害情報の入手に資するテレビ、ラジオ等の機器の整備を図る

ものとする。また、停電時においても、施設・設備の機能が確保されるよう、再

生可能エネルギーの活用を含めた非常用発電設備等の整備に努めるものとする。 

○市町村は、指定避難所において貯水槽、井戸、給水タンク、仮設トイレ、マン

ホールトイレ、マット、非常用電源、ガス設備、衛星携帯電話・衛星通信を活用

したインターネット機器等の通信機器等のほか、空調、洋式トイレなど、要配慮

者にも配慮した施設・設備の整備に努めるとともに、避難者による災害情報の入

手に資するテレビ、ラジオ等の機器の整備を図るものとする。また、停電時にお

いても、施設・設備の機能が確保されるよう、再生可能エネルギーの活用を含め

た非常用発電設備等の整備に努めるものとする。 

○市町村は、指定避難所又はその近傍で地域完結型の備蓄施設を確保し、食料、

飲料水、携帯トイレ、簡易トイレ、常備薬、マスク、消毒液、段ボールベッド、

パーティション、炊き出し用具、毛布等避難生活に必要な物資や新型コロナウイ

ルス感染症を含む感染症対策に必要な物資等の備蓄に努めるものとする。また、

備蓄品の調達にあたっては、要配慮者、女性、子供にも配慮するものとする。 

○市町村は、指定避難所又はその近傍で地域完結型の備蓄施設を確保し、食料、

飲料水、携帯トイレ、簡易トイレ、常備薬、マスク、消毒液、段ボールベッド、

パーティション、炊き出し用具、毛布等避難生活に必要な物資や感染症対策に必

要な物資等の備蓄に努めるものとする。また、備蓄品の調達にあたっては、要配

慮者、女性、子供にも配慮するものとする。 

○市町村は、指定避難所となる施設において、あらかじめ、必要な機能を整理

し、備蓄場所の確保、通信設備の整備等を進めるものとする。また、必要に応じ

指定避難所の電力容量の拡大に努めるものとする。 

○市町村は、指定避難所となる施設において、あらかじめ、必要な機能を整理

し、備蓄場所の確保、通信設備の整備等を進めるものとする。また、必要に応じ

指定避難所の電力容量の拡大に努めるものとする。国〔総務省〕は、通信設備の

迅速な立ち上げや継続的な運営に必要な体制の整備に努めるものとする。 

（略） （略） 
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第２編 各災害に共通する対策編 

修正前 修正後 

○都道府県は、あらかじめ、介護保険施設、障害者支援施設等に対して、災害時

に派遣可能な職員数の登録を要請することや、関係団体と災害時の職員派遣協力

協定の締結等を行うことにより、介護職員等の派遣体制の整備に努めるものとす

る。 

○都道府県は、あらかじめ、介護保険施設、障害者支援施設等に対して、災害時

に派遣可能な職員数の登録を要請することや、関係団体と災害時の職員派遣協力

協定の締結等を行うことにより、介護職員等の派遣体制の整備に努めるものとす

る。 

（新設） 〇市町村（都道府県）は、保健師、福祉関係者、ＮＰＯ等の様々な主体が地域の

実情に応じて実施している状況把握の取組を円滑に行うことができるよう事前に

実施主体間の調整を行うとともに、状況把握が必要な対象者や優先順位付け、個

人情報の利用目的や共有範囲について、あらかじめ、検討するよう努めるものと

する。 
（新設） ○市町村（都道府県）は、在宅避難者等が発生する場合や、避難所のみで避難者

等を受け入れることが困難となる場合に備えて、あらかじめ、地域の実情に応

じ、在宅避難者等が利用しやすい場所に在宅避難者等の支援のための拠点を設置

すること等、在宅避難者等の支援方策を検討するよう努めるものとする。 
（新設） ○市町村（都道府県）は、やむを得ず車中泊により避難生活を送る避難者が発生

する場合に備えて、あらかじめ、地域の実情に応じ、車中泊避難を行うためのス

ペースを設置すること等、車中泊避難者の支援方策を検討するよう努めるものと

する。その際、車中泊を行うに当たっての健康上の留意点等の広報や車中泊避難

者の支援に必要な物資の備蓄に努めるものとする。 
（略） （略） 
８ 物資の調達、供給活動関係 ８ 物資の調達、供給活動関係 

○地方公共団体は、大規模な災害が発生した場合の被害及び外部支援の時期を想

定し、孤立が想定されるなど地域の地理的条件や過去の災害等を踏まえ、必要と

される食料、飲料水、生活必需品、燃料、ブルーシート、土のう袋その他の物資

についてあらかじめ備蓄・調達・輸送体制を整備し、それら必要な物資の供給の

ための計画を定めておくとともに、物資調達・輸送調整等支援システムを活用

し、あらかじめ、備蓄物資や物資拠点の登録に努めるものとする。 

○地方公共団体は、大規模な災害が発生した場合の被害及び外部支援の時期を想

定し、孤立が想定されるなど地域の地理的条件や過去の災害等を踏まえ、必要と

される食料、飲料水、生活必需品、燃料、ブルーシート、土のう袋その他の物資

についてあらかじめ備蓄・調達・輸送体制を整備し、それら必要な物資の供給の

ための計画を定めておくとともに、物資調達・輸送調整等支援システムを活用

し、あらかじめ、備蓄物資や物資拠点の登録に努めるものとする。特に、交通の

途絶等により地域が孤立した場合でも食料・飲料水・医薬品等の救援物資の緊急
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第２編 各災害に共通する対策編 

修正前 修正後 

輸送が可能となるよう、無人航空機等の輸送手段の確保に努めるものとし、国

〔消防庁〕はこれを支援する。 
（略） （略） 
○国〔内閣府、農林水産省、厚生労働省、経済産業省、総務省〕は、食料、飲料

水、医薬品、燃料等の生活必需品、生産体制等の関係により調達に時間がかかる

物資（段ボールベッド、パーティション等）及び通信機器等の備蓄又は調達体制

の整備を行うものとする。 

○国〔内閣府、農林水産省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、総務省〕

は、食料、飲料水、医薬品、燃料等の生活必需品、生産体制等の関係により調達

に時間がかかる物資（段ボールベッド、パーティション等）及び通信機器等の備

蓄又は調達体制の整備を行うものとする。 

（略） （略） 

第２章 災害応急対策 第２章 災害応急対策 

（略） （略） 

第２節 発災直後の情報の収集・連絡及び活動体制の確立 第２節 発災直後の情報の収集・連絡及び活動体制の確立 

（略） （略） 

１ 災害情報の収集・連絡 １ 災害情報の収集・連絡 

(1) 被害規模の早期把握のための活動 (1) 被害規模の早期把握のための活動 

（略） （略） 
○国〔警察庁、消防庁、防衛省、国土交通省、国土地理院、海上保安庁、林野庁

等〕及び地方公共団体は、天候状況を勘案しながら、必要に応じ、航空機、無人

航空機等による目視、撮影等による情報収集を行うものとする。 

○国〔警察庁、消防庁、防衛省、国土交通省、国土地理院、海上保安庁、林野庁

等〕及び地方公共団体は、天候状況を勘案しながら、必要に応じ、航空機、無人

航空機、高所監視カメラ等による目視、撮影等による情報収集を行うものとす

る。 
（略） （略） 

(4) 一般被害情報等の収集・連絡 (4) 一般被害情報等の収集・連絡 

（略） （略） 

○指定公共機関は、その業務に係る被害情報を収集し、直接又は関係指定行政機

関等を通じて官邸〔内閣官房〕、内閣府及び関係省庁に当該情報を連絡する。政

府本部（事故災害においては特定災害対策本部又は非常災害対策本部。以下同

じ。）の設置後は、当該情報を政府本部に連絡する。 

○指定公共機関は、その業務に係る被害情報を収集し、総合防災情報システム

（ＳＯＢＯ－ＷＥＢ）等を活用して直接又は関係指定行政機関等を通じて官邸

〔内閣官房〕、内閣府及び関係省庁に当該情報を連絡する。政府本部（事故災害

においては特定災害対策本部又は非常災害対策本部。以下同じ。）の設置後は、

当該情報を政府本部に連絡する。 
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第２編 各災害に共通する対策編 

修正前 修正後 

（略） （略） 

５ 広域的な応援体制 ５ 広域的な応援体制 

（略） （略） 
○国及び地方公共団体は、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、

応援職員の派遣に当たっては、派遣職員の健康管理やマスク着用等を徹底するも

のとする。また、地方公共団体は、会議室のレイアウトの工夫やテレビ会議の活

用など、応援職員等の執務スペースの適切な空間の確保に配慮するものとする。 

○国及び地方公共団体は、感染症対策のため、応援職員の派遣に当たっては、派

遣職員の健康管理等を徹底するものとする。また、地方公共団体は、会議室のレ

イアウトの工夫やテレビ会議の活用など、応援職員等の執務スペースの適切な空

間の確保に配慮するものとする。さらに、地方公共団体は、応援職員等が宿泊場

所を確保することが困難な場合に、公共施設の空きスペース、仮設の拠点や車両

を設置できる空き地などの確保に配慮するものとする。 

６ 国における活動体制 ６ 国における活動体制 

（略） （略） 
(3) 職員の派遣 (3) 職員の派遣 
○国〔内閣府等〕は、大規模な被害が想定される場合には、必要に応じ、ヘリコ

プター等により、直ちに内閣府調査チームを派遣し、被害状況の迅速な把握及び

被災地方公共団体の支援を行うものとする。その際、国〔内閣府〕は、国〔内閣

府〕及び国立研究開発法人防災科学技術研究所等で構成されるＩＳＵＴ（災害時

情報集約支援チーム：Information Support Team）を派遣し、ＳＩＰ４Ｄを活用

して、災害情報を集約・整理し地図で提供することにより、地方公共団体等の災

害対応を支援するものとする。また、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対

策のため、職員の派遣に当たっては、派遣職員の健康管理やマスク着用等を徹底

するものとする。 

○国〔内閣府等〕は、大規模な被害が想定される場合には、必要に応じ、ヘリコ

プター等により、直ちに内閣府調査チームを派遣し、被害状況の迅速な把握及び

被災地方公共団体の支援を行うものとする。その際、国〔内閣府〕は、国〔内閣

府〕及び国立研究開発法人防災科学技術研究所等で構成されるＩＳＵＴ（災害時

情報集約支援チーム：Information Support Team）を派遣し、総合防災情報シス

テム（ＳＯＢＯ－ＷＥＢ）を活用して、災害情報を集約・整理し地図で提供する

ことにより、地方公共団体等の災害対応を支援するものとする。また、感染症対

策のため、職員の派遣に当たっては、派遣職員の健康管理等を徹底するものとす

る。 

○国〔内閣府〕は、内閣府調査チームを派遣した場合、国〔各省庁〕にその旨を

連絡し、国〔各省庁〕は、その連絡を受け、被害状況を踏まえ、必要に応じ職員

を現地に派遣するものとする。 

○国〔内閣府〕は、内閣府調査チームを派遣した場合、国〔各省庁〕にその旨を

連絡し、国〔各省庁〕は、その連絡を受け、被害状況を踏まえ、必要に応じ職員

を現地に派遣するものとする。この際、国〔各省庁〕は、職員が現地において自

活できるような資機材や装備品等を携帯させるよう留意するものとする。 

（略） （略） 

第３節 災害の拡大・二次災害・複合災害の防止及び応急復旧活動 第３節 災害の拡大・二次災害・複合災害の防止及び応急復旧活動 
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第２編 各災害に共通する対策編 

修正前 修正後 

１ 災害の拡大防止と二次災害の防止活動 １ 災害の拡大防止と二次災害の防止活動 

（略） （略） 
○国〔国土交通省〕は、必要に応じて緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣ

Ｅ）等を派遣し、被災状況、被災地方公共団体のニーズ等の迅速な把握、被害の

発生及び拡大の防止、被災地の早期復旧その他災害応急対策など、二次災害防止

施策に関して被災地方公共団体等が行う活動に対する支援を実施するものとす

る。また、派遣された緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）は、救助・救

急活動を実施する警察・消防・自衛隊等の部隊が活動する災害現場において活動

を実施する場合には、必要に応じて、合同調整所等を活用し、当該部隊との間

で、情報共有及び活動調整、相互協力を行うものとする。 

○国〔国土交通省〕は、必要に応じて緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣ

Ｅ）等を派遣し、被災状況、被災地方公共団体のニーズ等の迅速な把握、被害の

発生及び拡大の防止、被災地の早期復旧、給水支援その他災害応急対策など、二

次災害防止施策に関して被災地方公共団体等が行う活動に対する支援を実施する

ものとする。また、派遣された緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）は、

被災状況調査を実施する場合にはヘリ、無人航空機等を活用するものとし、救

命・救助・救急活動を実施する警察・消防・自衛隊等の部隊が活動する災害現場

での活動や、避難所等における給水支援等を実施する場合には、必要に応じて、

合同調整所等を活用し、当該部隊や関係団体等との間で、情報共有及び活動調

整、相互協力を行うものとする。 

（略） （略） 

２ 施設・設備等の応急復旧活動 ２ 施設・設備等の応急復旧活動 

（略） （略） 

(1) 施設・設備の応急復旧活動 (1) 施設・設備の応急復旧活動 

（略） （略） 

○国〔国土交通省〕は、必要に応じて緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣ

Ｅ）等を派遣し、被災状況、被災地方公共団体のニーズ等の迅速な把握、被害の

発生及び拡大の防止、被災地の早期復旧その他災害応急対策など、施設・設備の

応急復旧活動に関して被災地方公共団体等が行う活動に対する支援を実施するも

のとする。また、派遣された緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）は、救

助・救急活動を実施する警察・消防・自衛隊等の部隊が活動する災害現場におい

て活動を実施する場合には、必要に応じて、合同調整所等を活用し、当該部隊と

の間で、情報共有及び活動調整、相互協力を行うものとする。 

○国〔国土交通省〕は、必要に応じて緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣ

Ｅ）等を派遣し、ヘリ、無人航空機等を活用した被災状況、被災地方公共団体の

ニーズ等の迅速な把握、被害の発生及び拡大の防止、被災地の早期復旧その他災

害応急対策など、施設・設備の応急復旧活動に関して被災地方公共団体等が行う

活動に対する支援を実施するものとする。また、派遣された緊急災害対策派遣隊

（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）は、救助・救急活動を実施する警察・消防・自衛隊等の

部隊が活動する災害現場において活動を実施する場合には、必要に応じて、合同

調整所等を活用し、当該部隊との間で、情報共有及び活動調整、相互協力を行う

ものとする。 

（略） （略） 
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○国〔国土交通省、防衛省等〕は、合同会議、調整会議等における対応方針等に

基づき、ライフラインの復旧現場等までのアクセスルート上の道路啓開につい

て、地方公共団体のみでは迅速な対応が困難な場合には、適切な役割分担等の

下、道路啓開を実施するものとする。 

○国〔国土交通省、防衛省等〕は、合同会議、調整会議等における対応方針等に

基づき、ライフラインの復旧現場等までのアクセスルート上の道路啓開につい

て、地方公共団体のみでは迅速な対応が困難な場合には、適切な役割分担等の

下、道路啓開を実施するものとする。また、陸路だけでなく、海路・空路の活用

に向けて関係機関と調整を図るものとする。 

（略） （略） 

(2) ライフライン施設に関する政府本部の関与 (2) ライフライン施設に関する政府本部の関与 

○政府本部は、災害の程度、施設の重要度等を勘案の上、特に必要と認められる

場合には、厚生労働省、経済産業省、総務省及び国土交通省を経由して、ライフ

ラ イン事業者に対して応急対策活動を依頼するものとする。 

○政府本部は、災害の程度、施設の重要度等を勘案の上、特に必要と認められる

場合には、経済産業省、総務省及び国土交通省を経由して、ライフライン事業者

に対して応急対策活動を依頼するものとする。 

（略） （略） 

第４節 救助・救急、医療及び消火活動 第４節 救助・救急、医療及び消火活動 

（略） （略） 

１ 救助・救急活動 １ 救助・救急活動 

（略） （略） 

(3) 被災地域外の地方公共団体及び国の各機関による救助・救急活動 (3) 被災地域外の地方公共団体及び国の各機関による救助・救急活動 

（略） （略） 

○災害現場で活動する警察・消防・海上保安庁・自衛隊の部隊は、新型コロナウ

イルス感染症を含む感染症対策のため、職員の健康管理やマスク着用等を徹底す

るものとする。 

○災害現場で活動する警察・消防・海上保安庁・自衛隊の部隊は、感染症対策の

ため、職員の健康管理等を徹底するものとする。 

（略） （略） 

(7) 部隊の活動支援 (7) 部隊の活動支援 
（略） （略） 
○国土交通省緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）は、警察・消防・自衛

隊の部隊の円滑かつ迅速な進出、活動を支援するため、排水ポンプ車、照明車、

衛星通信車等の派遣、土砂災害その他の所管領域に関する部隊活動の安全確保の

ための助言、被災地へのアクセス確保等を行うものとする。 

○国土交通省緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）は、警察・消防・自衛

隊の部隊の円滑かつ迅速な進出、活動を支援するため、排水ポンプ車、照明車、

衛星通信車、現地へ派遣された隊員等の宿泊等が可能な待機支援車等の派遣、土



－ 18 － 

 

第２編 各災害に共通する対策編 

修正前 修正後 

砂災害その他の所管領域に関する部隊活動の安全確保のための助言、被災地への

アクセス確保等を行うものとする。 
２ 医療活動 ２ 医療活動 

(1) 被災地域内の医療機関による医療活動 (1) 被災地域内の医療機関による医療活動 

（略） （略） 

○被災地域内の医療機関は、状況に応じ、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）・災

害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）・救護班（以下「災害派遣医療チーム（ＤＭ

ＡＴ）等」という。）を派遣するよう努めるものとする。 

○被災地域内の医療機関は、状況に応じ、都道府県知事との協定に基づき、災害

派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）・災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）・災害支援

ナース・救護班（以下「災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等」という。）を派遣

するよう努めるものとする。 

（略） （略） 

(2) 被災地域外からの災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等の派遣 (2) 被災地域外からの災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等の派遣 
（略） （略） 
○都道府県は、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）による活動と並行して、また、

災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）活動の終了以降、日本医師会災害医療チーム

（ＪＭＡＴ）、日本赤十字社、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人地域医

療機能推進機構、国立大学病院、日本災害歯科支援チーム（ＪＤＡＴ）、日本薬

剤師会、日本看護協会、民間医療機関等からの医療チーム派遣等の協力を得て、

指定避難所等、救護所も含め、被災地における医療提供体制の確保・継続を図る

ものとし、その調整に当たり、災害医療コーディネーターは、都道府県に対して

適宜助言及び支援を行うものとする。その際、都道府県は、医療チーム等の交代

により医療情報が断絶することのないよう、被災地における診療情報の引継ぎが

適切に実施されるよう、努めるものとする。 

○都道府県は、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）による活動と並行して、また、

災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）活動の終了以降、日本医師会災害医療チーム

（ＪＭＡＴ）、日本赤十字社、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人地域医

療機能推進機構、国立大学病院、日本災害歯科支援チーム（ＪＤＡＴ）、日本薬

剤師会、日本看護協会、日本災害リハビリテーション支援協会（ＪＲＡＴ）、日

本栄養士会災害支援チーム（ＪＤＡ－ＤＡＴ）、民間医療機関等からの医療チー

ム派遣等の協力を得て、指定避難所等、救護所も含め、被災地における医療提供

体制の確保・継続を図るものとし、その調整に当たり、災害医療コーディネータ

ーは、都道府県に対して適宜助言及び支援を行うものとする。その際、都道府県

は、医療チーム等の交代により医療情報が断絶することのないよう、被災地にお

ける診療情報の引継ぎが適切に実施されるよう、努めるものとする。 
（略） （略） 
４ 航空機の運用調整等 ４ 航空機の運用調整等 
（略） （略） 
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○航空運用調整班は、警察、消防、国土交通省、海上保安庁、自衛隊、ＤＭＡＴ

都道府県調整本部の航空機運用関係者などの参画を得て、各機関の航空機の安

全・円滑な運用を図るため、活動エリアや任務の調整などを行うものとし、調整

に当たっては、政府本部又は官邸対策室等との連携の下、航空機運用総合調整シ

ステム（ＦＯＣＳ）を活用するものとする。また、必要に応じ自衛隊による局地

情報提供に関する調整を行うものとする。 

○航空運用調整班は、警察、消防、国土交通省、海上保安庁、自衛隊、ＤＭＡＴ

都道府県調整本部の航空機運用関係者などの参画を得て、各機関の航空機の安

全・円滑な運用を図るため、活動エリアや任務の調整などを行うものとし、調整

に当たっては、必要に応じ、政府本部又は官邸対策室等との連携の下、航空機運

用総合調整システム（ＦＯＣＳ）を活用するものとする。また、必要に応じ自衛

隊による局地情報提供に関する調整を行うものとする。 
（略） （略） 
第５節 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動 第５節 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動 
（略） （略） 
２ 交通の確保 ２ 交通の確保 
（略） （略） 
(3) 道路啓開等 (3) 道路啓開等 
○国〔国土交通省〕は、自転車やバイク等の多様な移動手段の活用による現地調

査の実施、道路管理用カメラ等の活用及び官民のプローブ情報の活用等により早

急に被害状況を把握し、道路啓開等を行うものとする。また、国〔国土交通省、

農林水産省〕は、被災地方公共団体等他の道路管理者等に対して、被害状況に関

する報告を求め、応急復旧等を要請又は指示するものとする。その場合、緊急輸

送道路の確保を最優先に、応急復旧や代替路の設定等を実施することとする。併

せて、道路の通行規制等が行われている場合、通行止めや通行状況が道路利用者

に確実に伝わるようＩＣＴ技術を活用し、ビーコン、ＥＴＣ２．０、情報板、イ

ンターネット等により迅速に情報提供することとする。 

○国〔国土交通省〕は、自転車やバイク等の多様な移動手段の活用による現地調

査の実施、道路管理用カメラ等の活用及び官民のプローブ情報の活用等により早

急に被害状況を把握し、道路啓開等を行うものとする。また、国〔国土交通省、

農林水産省〕は、被災地方公共団体等他の道路管理者等に対して、被害状況に関

する報告を求め、応急復旧等を要請又は指示するものとする。その場合、緊急輸

送道路の確保を最優先に、応急復旧や代替路の設定等を実施することとする。併

せて、経路情報等の収集を行うＩＴＳスポットや可搬型路側機等の増強を進め、

道路における通行止めや通行状況を適切に把握するとともに、道路利用者にその

情報が確実に伝わるようＩＣＴ技術を活用し、ビーコン、ＥＴＣ２．０、情報

板、インターネット等により迅速に情報提供することとする。 
（略） （略） 
○路上の障害物の除去（火山災害における火山噴出物の除去及び雪害における除

雪を含む。）について、道路管理者等、警察機関、消防機関、自衛隊等は、状況

に応じて協力して必要な措置をとるものとする。 

○路上の障害物の除去（路面変状の補修や迂回路の整備を含み、また、火山災害

における火山噴出物の除去及び雪害における除雪を含む。）について、道路管理

者等、警察機関、消防機関、自衛隊等は、状況に応じて協力して必要な措置をと

るものとする。 



－ 20 － 

 

第２編 各災害に共通する対策編 

修正前 修正後 

（略） （略） 
(9) 広域物資輸送拠点・地域内輸送拠点の確保 (9) 広域物資輸送拠点・地域内輸送拠点の確保 
○地方公共団体は、状況に応じて人員の派遣等を行いながら、あらかじめ指定さ

れた緊急輸送ネットワークの中から、都道府県は広域物資輸送拠点を、市町村は

地域内輸送拠点を開設するとともに、その周知徹底を図るものとする。  

○地方公共団体は、状況に応じて人員の派遣等を行いながら、あらかじめ指定さ

れた緊急輸送ネットワークの中から、都道府県は広域物資輸送拠点を、市町村は

地域内輸送拠点を開設するとともに、その周知徹底を図るものとする。  
（新設） ○地方公共団体は、広域物資輸送拠点・地域内輸送拠点の効率的な運営を図るた

め、速やかに、運営に必要な人員や資機材等を運送事業者等と連携して確保する

よう努めるものとする。 
（略） （略） 
第６節 避難の受入れ及び情報提供活動 第６節 避難の受入れ及び情報提供活動 

○市町村は、指定緊急避難場所や避難所に避難したホームレスについて、住民票

の有無等に関わらず適切に受け入れることとする。 

○市町村は、指定緊急避難場所や避難所に避難したホームレスについて、住民票

の有無等に関わらず適切に受け入れることとする。 

（新設） 〇市町村は、指定緊急避難場所や避難所に家庭動物と同行避難した被災者につい

て、適切に受け入れるとともに、避難所等における家庭動物の受入状況を含む避

難状況等の把握に努めるものとする。 

（略） （略） 

３ 指定避難所等 ３ 指定避難所等 

（略） （略） 

(2) 指定避難所の運営管理等 (2) 指定避難所等の運営管理等 

（略） （略） 

○市町村は、指定避難所における生活環境が常に良好なものであるよう努めるも

のとする。そのため、食事供与の状況、トイレの設置状況等の把握に努め、必要

な対策を講じるものとする。また、避難の長期化等必要に応じて、プライバシー

の確保状況、段ボールベッド、パーティション等の活用状況、入浴施設設置の有

無及び利用頻度、洗濯等の頻度、医師、保健師、看護師、管理栄養士等による巡

回の頻度、暑さ・寒さ対策の必要性、食料の確保、配食等の状況、し尿及びごみ

○市町村は、指定避難所における生活環境が常に良好なものであるよう努めるも

のとする。そのため、避難所開設当初からパーティションや段ボールベッド等の

簡易ベッドを設置するよう努めるとともに、食事供与の状況、トイレの設置状況

等の把握に努め、必要な対策を講じるものとする。また、避難の長期化等必要に

応じて、プライバシーの確保状況、入浴施設設置の有無及び利用頻度、洗濯等の

頻度、医師、保健師、看護師、管理栄養士等による巡回の頻度、暑さ・寒さ対策

の必要性、食料の確保、配食等の状況、し尿及びごみの処理状況など、避難者の
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の処理状況など、避難者の健康状態や指定避難所の衛生状態の把握に努め、必要

な措置を講じるよう努めるものとする。 
健康状態や指定避難所の衛生状態の把握に努め、栄養バランスのとれた適温の食

事や、入浴、洗濯等の生活に必要となる水の確保、福祉的な支援の実施など、必

要な措置を講じるよう努めるものとする。 
○市町村は、必要に応じ、指定避難所における家庭動物のための避難スペースの

確保等に努めるとともに、獣医師会や動物取扱業者等から必要な支援が受けられ

るよう、連携に努めるものとする。 

○市町村は、必要に応じ、被災者支援等の観点から指定避難所における家庭動物

のための避難スペースの確保等に努めるとともに、獣医師会や動物取扱業者等か

ら必要な支援が受けられるよう、連携に努めるものとする。 
○市町村は、指定避難所における新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策の

ため、避難者の健康管理や避難所の衛生管理、十分な避難スペースの確保、適切

な避難所レイアウト等の必要な措置を講じるよう努めるものとする。 

○市町村は、指定避難所における感染症対策のため、避難者の健康管理や避難所

の衛生管理、十分な避難スペースの確保、適切な避難所レイアウト等の必要な措

置を講じるよう努めるものとする。 

○地方公共団体は、被災地において新型コロナウイルス感染症を含む感染症の発

生、拡大がみられる場合は、防災担当部局と保健福祉担当部局が連携して、感染

症対策として必要な措置を講じるよう努めるものとする。また、自宅療養者等が

指定避難所に避難する可能性を考慮し、保健福祉担当部局は、防災担当部局に対

し、避難所の運営に必要な情報を共有するものとする。 

○地方公共団体は、被災地において感染症の発生、拡大がみられる場合は、防災

担当部局と保健福祉担当部局が連携して、感染症対策として必要な措置を講じる

よう努めるものとする。また、自宅療養者等が指定避難所に避難する可能性を考

慮し、保健福祉担当部局は、防災担当部局に対し、避難所の運営に必要な情報を

共有するものとする。 

（略） （略） 

○市町村（都道府県）は、やむを得ず指定避難所に滞在することができない被災

者に対しても、食料等必要な物資の配布、保健師等による巡回健康相談の実施等

保健医療サービスの提供、正確な情報の伝達等により、生活環境の確保が図られ

るよう努めることとする。 

○市町村（都道府県）は、やむを得ず指定避難所に滞在することができない被災

者に対しても、食料等必要な物資の配布、保健師等による巡回健康相談の実施等

保健医療サービスの提供、正確な情報の伝達等により、生活環境の確保が図られ

るよう努めることとする。 
（新設） ○市町村（都道府県）は、在宅避難者等の支援拠点が設置された場合は、利用者

数、食料等の必要な物資数等を集約し、必要に応じ物資の補充等の支援を行うも

のとし、被災者支援に係る情報を支援のための拠点の利用者に対しても提供する

ものとする。 
（新設） ○市町村（都道府県）は、車中泊避難を行うためのスペースが設置された場合

は、車中泊避難を行うためのスペースの避難者数、食料等の必要な物資数等を集

約し、必要に応じ物資の補充等の支援を行うものとし、被災者支援に係る情報を

車中泊避難を行うためのスペースの避難者に対しても提供するものとする。この
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修正前 修正後 

際、車中泊避難の早期解消に向け、必要な支援の実施等に配慮するよう努めるも

のとする。 
（略） （略） 
４ 応急仮設住宅等 ４ 応急仮設住宅等 

(1) 被災都道府県（救助実施市）による応急仮設住宅の提供 (1) 被災都道府県（救助実施市）による応急仮設住宅の提供 

（略） （略） 

○既存住宅ストックの活用を重視して応急的な住まいを確保することを基本と

し、相談体制の整備、修理業者の周知等の支援による応急修理の推進、公営住宅

等の既存ストックの一時提供及び賃貸型応急住宅の提供により、被災者の応急的

な住まいを早期に確保するものとする。また、地域に十分な既存住宅ストックが

存在しない場合には、建設型応急住宅を速やかに設置し、被災者の応急的な住ま

いを早期に確保するものとする。なお、応急仮設住宅を建設する場合には、二次

災害に十分配慮するものとする。 

○既存住宅ストックの活用を重視して応急的な住まいを確保することを基本と

し、相談体制の整備、修理業者の周知等の支援やブルーシートの展張等を含む応

急修理の推進、公営住宅等の既存ストックの一時提供及び賃貸型応急住宅の提供

により、被災者の応急的な住まいを早期に確保するものとする。また、地域に十

分な既存住宅ストックが存在しない場合には、建設型応急住宅を速やかに設置

し、被災者の応急的な住まいを早期に確保するものとする。なお、応急仮設住宅

を建設する場合には、二次災害に十分配慮するものとする。 

（略） （略） 

９ 被災者等への的確な情報伝達活動 ９ 被災者等への的確な情報伝達活動 
（略） （略） 
(2) 国民への的確な情報の伝達 (2) 国民への的確な情報の伝達 
（略） （略） 

○国、地方公共団体等は、情報伝達に当たっては、放送事業者、通信社、新聞社

等の報道機関及びポータルサイト・サーバー運営業者の協力を得るものとする。

また、交通情報、各種問合せ先等を随時入手したいというニーズに答えるため、

インターネット、携帯電話等を活用して、的確な情報を提供できるよう努めるも

のとする。 

○国、地方公共団体等は、情報伝達に当たっては、放送事業者、通信社、新聞社

等の報道機関及びポータルサイト・サーバー運営業者の協力を得るものとする。

また、交通情報、各種問合せ先等を随時入手したいというニーズに答えるため、

インターネット、携帯電話等を活用して、的確な情報を提供できるよう努めるも

のとする。 
（新設） ○国〔総務省〕は、インターネット上の偽情報・誤情報について、関係機関の協

力を得て、特に被災地に関する偽情報・誤情報の流通・拡散の状況を把握しつ

つ、被災者等が的確な情報を入手するための注意喚起を図るなど、必要な対策を

講じるよう努めるものとする。 
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第２編 各災害に共通する対策編 

修正前 修正後 

（略） （略） 
第７節 物資の調達、供給活動 第７節 物資の調達、供給活動 

○被災者の生活の維持のため必要な食料、飲料水、燃料、毛布等の生活必需品等

を効率的に調達・確保し、ニーズに応じて供給・分配を行えるよう、関係機関

は、その備蓄する物資・資機材の供給や物資の調達・輸送に関し、物資調達・輸

送調整等支援システム等を活用し情報共有を図り、相互に協力するよう努めると

ともに、以下に掲げる方針のとおり活動する。なお、被災地で求められる物資

は、時間の経過とともに変化することを踏まえ、時宜を得た物資の調達に留意す

るものとする。また、避難所における感染症拡大防止に必要な物資をはじめ、夏

季には冷房器具、冬季には暖房器具、燃料等も含めるなど被災地の実情を考慮す

るとともに、要配慮者等のニーズや、男女のニーズの違いに配慮するものとす

る。 

○被災者の生活の維持のため必要な食料、飲料水、燃料、毛布等の生活必需品等

を効率的に調達・確保し、ニーズに応じて供給・分配を行えるよう、関係機関

は、その備蓄する物資・資機材の供給や物資の調達・輸送に関し、物資調達・輸

送調整等支援システム等を活用し情報共有を図り、相互に協力するよう努めると

ともに、以下に掲げる方針のとおり活動する。なお、被災地で求められる物資

は、時間の経過とともに変化することを踏まえ、時宜を得た物資の調達に留意す

るものとする。また、避難所における感染症拡大防止に必要な物資や家庭動物の

飼養に関する資材をはじめ、夏季には冷房器具、冬季には暖房器具、燃料等も含

めるなど被災地の実情を考慮するとともに、要配慮者等のニーズや、男女のニー

ズの違いに配慮するものとする。 

（略） （略） 

(3) 国による物資の調達、供給 (3) 国による物資の調達、供給 

（略） （略） 

○国〔厚生労働省〕は、関係事業者に対する給水の要請等を行い、供給を確保す

るものとする。 

○国〔国土交通省〕は、関係事業者に対する給水の要請等を行い、供給を確保す

るものとする。 

（略） （略） 

第８節 保健衛生、防疫、遺体対策に関する活動 第８節 保健衛生、防疫、遺体対策に関する活動 

（略） （略） 

１ 保健衛生 １ 保健衛生 

（略） （略） 

○市町村は、指定避難所等の生活環境を確保するため、必要に応じ、仮設トイレ

やマンホールトイレを早期に設置するとともに、被災地の衛生状態の保持のた

め、清掃、し尿処理、生活ごみの収集処理等についても必要な措置を講ずるもの

とする。 

○市町村は、指定避難所等の生活環境を確保するため、必要に応じ、仮設トイレ

やマンホールトイレを早期に設置するとともに、簡易トイレ、トイレカー、トイ

レトレーラー等のより快適なトイレの設置に配慮するよう努めるものとする。被

災地の衛生状態の保持のため、清掃、し尿処理、生活ごみの収集処理等について

も必要な措置を講ずるものとする。 
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修正前 修正後 

○市町村（都道府県）は、被災した飼養動物の保護収容、危険動物の逸走対策、

動物伝染病予防等衛生管理を含めた災害時における動物の管理等について必要な

措置を講ずるものとする。 

○市町村（都道府県）は、被災した飼養動物の保護収容、危険動物の逸走対策、

飼い主等からの飼養動物の一時預かり要望への対応、動物伝染病予防等衛生管理

を含めた災害時における動物の管理等について、獣医師会等と連携し必要な措置

を講ずるものとする。 
（略） （略） 
○被災都道府県は、避難所の高齢者、障害者等の生活機能の低下の防止等のた

め、必要に応じて、災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）を避難所へ派遣する。 

○被災都道府県は、避難所の高齢者、障害者等の生活機能の低下の防止等のた

め、必要に応じて、災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）や災害支援ナースを避難所

へ派遣する。 

○被災都道府県以外の都道府県は、国〔厚生労働省〕又は被災都道府県の要請に

基づき、被災都道府県における避難所の高齢者、障害者等の生活機能の低下の防

止等のため、災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）の応援派遣を行うものとする。 

○被災都道府県以外の都道府県は、国〔厚生労働省〕又は被災都道府県の要請に

基づき、被災都道府県における避難所の高齢者、障害者等の生活機能の低下の防

止等のため、災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）や災害支援ナースの応援派遣を行

うものとする。 

（新設） 〇被災都道府県及び市町村は、避難所等における衛生環境を維持するため、必要

に応じ、災害時感染制御支援チーム（ＤＩＣＴ）等の派遣を迅速に要請するもの

とする。 

（略） （略） 

第３章 災害復旧・復興 第３章 災害復旧・復興 

（略） （略） 

第１節 地域の復旧・復興の基本方向の決定 第１節 地域の復旧・復興の基本方向の決定 

（略） （略） 

○被災地方公共団体は、災害復旧・復興対策の推進のため、必要に応じ、国、他

の地方公共団体等に対し、職員の派遣その他の協力を求めるものとする。特に、

他の地方公共団体に対し、技術職員の派遣を求める場合においては、復旧・復興

支援技術職員派遣制度を活用するものとする。 

○被災地方公共団体は、災害復旧・復興対策の推進のため、必要に応じ、国、他

の地方公共団体等に対し、職員の派遣その他の協力を求めるものとする。特に、

他の地方公共団体に対し、技術職員の派遣を求める場合においては、復旧・復興

支援技術職員派遣制度の活用も含めて検討するものとする。 

第２節 迅速な原状復旧の進め方 第２節 迅速な原状復旧の進め方 

１ 被災施設の復旧等 １ 被災施設の復旧等 

（略） （略） 
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○国〔総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省等〕は、ライフライン施設

等の復旧のため、復旧事業の執行に係る手続の簡素化を可能な範囲で図るものと

する。 

○国〔総務省、経済産業省、国土交通省等〕は、ライフライン施設等の復旧のた

め、復旧事業の執行に係る手続の簡素化を可能な範囲で図るものとする。 

（略） （略） 

（新設） ○道路管理者及び上下水道、電力、通信等のインフラ事業者は、道路と生活イン

フラの連携した復旧が行えるよう、関係機関との連携体制の整備・強化を図るも

のとする。 
○ライフライン、交通輸送等の関係機関〔総務省、厚生労働省、経済産業省、国

土交通省等〕は、復旧に当たり、可能な限り地区別の復旧予定時期の目安を明示

するものとする。 

○ライフライン、交通輸送等の関係機関〔総務省、経済産業省、国土交通省等〕

は、復旧に当たり、可能な限り地区別の復旧予定時期の目安を明示するものとす

る。 

（略） （略） 

第４節 被災者等の生活再建等の支援 第４節 被災者等の生活再建等の支援 
（略） （略） 
○国及び地方公共団体は、被災者の自立に対する援助、助成措置について、広く

被災者に広報するとともに、できる限り総合的な相談窓口等を設置するものとす

る。居住地以外の市町村に避難した被災者に対しても、従前の居住地であった地

方公共団体と避難先の地方公共団体が協力することにより、必要な情報や支援・

サービスを提供するものとする。 

○国及び地方公共団体は、被災者の自立に対する援助、助成措置について、広く

被災者に広報するとともに、できる限り総合的な相談窓口等を設置するものとす

る。居住地以外の市町村に避難した被災者に対しても、従前の居住地であった地

方公共団体と避難先の地方公共団体が協力することにより、必要な情報や支援・

サービスを提供するものとする。 
（新設） 〇国〔総務省〕は、被災者に対する各種支援措置の案内等に対応する特別行政相

談活動を行うものとする。 
（略） （略） 
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修正前 修正後 

第３編 地震災害対策編 第３編 地震災害対策編 

第１章 災害予防 第１章 災害予防 
（略） （略） 
第２節 地震に強い国づくり、まちづくり 第２節 地震に強い国づくり、まちづくり 
（略） （略） 
３ 地震に強いまちづくり ３ 地震に強いまちづくり 
（略） （略） 
(4) 崖地、液状化対策等 (4) 崖地、液状化対策等 
○国〔国土交通省〕及び地方公共団体は、地震による崩落等の危険がある崖地等

の把握に努め、急傾斜地崩壊危険区域の指定等を進めるとともに、急傾斜地の崩

壊対策事業等を推進し、近接する建築物の移転等を誘導する。さらに、地域住民

等に対して急傾斜地崩壊危険区域等について、ハザードマップ等の整備も含め徹

底した情報提供を行うとともに、警戒避難時の避難についても周知徹底を図るも

のとする。 

○国〔国土交通省〕及び地方公共団体は、地震による崩落等の危険がある崖地等

の把握に努め、急傾斜地崩壊危険区域の指定等を進めるとともに、急傾斜地の崩

壊対策事業等を推進し、近接する建築物の移転等を誘導する。さらに、地域住民

等に対して急傾斜地崩壊危険区域等について、ハザードマップ等の整備も含め徹

底した情報提供を行うとともに、警戒避難時の避難についても周知徹底を図るも

のとする。 
（新設） ○国〔国土交通省〕は、官民の所有する地盤情報の収集・公表を進めるととも

に、それらの情報を活用し、より実態に即した液状化リスク情報の提供に努める

ものとする。 
（略） （略） 
第３節 国民の防災活動の促進 第３節 国民の防災活動の促進 
（略） （略） 
２ 防災知識の普及、訓練 ２ 防災知識の普及、訓練 
（略） （略） 
(2) 防災関連設備等の普及 (2) 防災関連設備等の普及 
○国〔消防庁〕及び地方公共団体は、住民等に対して消火器、ガスのマイコンメ

ーター、非常持出品等の普及に努めるものとする。 
○国〔消防庁〕及び地方公共団体は、住民等に対して消火器、ガスのマイコンメ

ーター、感震ブレーカー、非常持出品等の普及に努めるものとする。 
（略） （略） 
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修正前 修正後 

第４編 津波災害対策編 第４編 津波災害対策編 

第１章 災害予防 第１章 災害予防 

（略） （略） 

第２節 津波に強い国づくり、まちづくり 第２節 津波に強い国づくり、まちづくり 

（略） （略） 
３ 津波に強いまちづくり ３ 津波に強いまちづくり 
(2) 避難関連施設の整備 (2) 避難関連施設の整備 
（略） （略） 
○国〔国土交通省等〕及び地方公共団体は、地域の特性に応じた避難施設、避難

路等の整備の推進に配慮するよう努めるものとする。 
○国〔国土交通省等〕及び地方公共団体は、地域の特性に応じた避難施設、避難

路等の整備の推進に配慮するよう努めるものとする。 
（新設） ○国〔国土交通省〕は、津波からの緊急時の一時的な避難場所を確保するため、

直轄国道の高架区間等を避難場所等として活用するための緊急避難施設を整備す

るなど、道路における津波への対応を推進するものとする。 

（略） （略） 

第２章 災害応急対策 第２章 災害応急対策 

（略） （略） 

第１節 災害発生直前の対策 第１節 災害発生直前の対策 

１ 津波警報等の伝達 １ 津波警報等の伝達 

（略） （略） 
○国〔気象庁〕は、津波警報等の発表・伝達に当たって、災害を具体的にイメー

ジできるような表現を用いるなど、住民等が即座に避難行動に取り掛かることが

できるよう工夫するものとする。また、津波は、第一波よりも第二波、第三波等

の後続波の方が大きくなる可能性があることなど津波の特性や、津波警報等が発

表されている間は、津波による災害の危険性が継続していることについても伝達

するものとする。 

○国〔気象庁〕は、津波警報等の発表・伝達に当たって、災害を具体的にイメー

ジできるような表現を用いるなど、住民等が即座に避難行動に取り掛かることが

できるよう工夫するものとする。また、避難の継続や応急活動を支援するため

に、津波は、第一波よりも第二波、第三波等の後続波の方が大きくなる可能性が

あることなど津波の特性や、津波警報等が発表されている間は津波による災害の

危険性が継続していることに加えて、津波の今後の見通し等についても伝達・解

説するものとする。 
（略） （略） 
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修正前 修正後 

第５編 風水害対策編 第５編 風水害対策編 

第１章 災害予防 第１章 災害予防 

第１節 風水害に強い国づくり、まちづくり 第１節 風水害に強い国づくり、まちづくり 

（略） （略） 
１ 風水害に強い国づくり １ 風水害に強い国づくり 
（略） （略） 
(3) 風水害に強い国土の形成 (3) 風水害に強い国土の形成 
（略） （略） 
○国〔農林水産省、国土交通省〕及び地方公共団体は、風水害に強い国土の形成

を図るため、下記の事項に配慮しつつ、治山、治水、海岸保全、急傾斜地崩壊対

策、農地防災、下水道、港湾等の事業を総合的、計画的に推進するものとする。 
（略） 
・港湾については、近年の高波災害を踏まえ、耐波性能の照査や既存施設の補強

を推進する。 

○国〔農林水産省、国土交通省〕及び地方公共団体は、風水害に強い国土の形成

を図るため、下記の事項に配慮しつつ、治山、治水、海岸保全、急傾斜地崩壊対

策、農地防災、下水道、港湾等の事業を総合的、計画的に推進するものとする。 
（略） 
・港湾については、近年の高波災害や気候変動を踏まえ、耐波性能の照査や既存

施設の補強を推進する。また、関係者で協働した気候変動適応策の計画的な実施

を推進する。 
（略） （略） 
２ 風水害に強いまちづくり ２ 風水害に強いまちづくり 
(1) 風水害に強いまちの形成 (1) 風水害に強いまちの形成 
（略） （略） 
○国〔国土交通省、農林水産省、林野庁〕は、盛土による災害防止に向けた総点

検等を踏まえ、都道府県等が行う人家・公共施設等に被害を及ぼすおそれのある

盛土に対する安全性把握のための詳細調査、及び崩落の危険が確認された盛土に

対する撤去、擁壁設置等の対策を支援するものとする。 

○国〔国土交通省、農林水産省、林野庁〕は、宅地造成及び特定盛土等規制法に

基づく既存盛土等に関する調査及び盛土による災害防止に向けた総点検等を踏ま

え、地方公共団体が行う人家・公共施設等に被害を及ぼすおそれのある盛土等に

対する安全性把握のための詳細調査、及び崩落の危険が確認された盛土等に対す

る撤去、擁壁設置等の対策を支援するものとする。 
（略） （略） 
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○地方公共団体は、盛土による災害防止に向けた総点検等を踏まえ、危険が確認

された盛土について、宅地造成及び特定盛土等規制法などの各法令に基づき、速

やかに撤去命令等の是正指導を行うものとする。また、都道府県は、当該盛土に

ついて、対策が完了するまでの間に、市町村において地域防災計画や避難情報の

発令基準等の見直しが必要になった場合には、適切な助言や支援を行うものとす

る。 

○地方公共団体は、宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく管内の既存盛土等に

関する調査等を実施し、必要に応じ、把握した盛土等について安全性把握のため

の詳細調査や経過観察等を行うものとする。また、これらを踏まえ、危険が確認

された盛土等について、宅地造成及び特定盛土等規制法などの各法令に基づき、

速やかに監督処分や撤去命令等の行政処分等の盛土等に伴う災害を防止するため

に必要な措置を行うものとする。さらに、都道府県は、当該盛土等について、対

策が完了するまでの間に、市町村において地域防災計画や避難情報の発令基準等

の見直しが必要になった場合には、適切な助言や支援を行うものとする。 
○国〔農林水産省、国土交通省〕及び地方公共団体は、河川等における災害時の

緊急対応を効率的に行えるようにするため、必要に応じて河川管理用進入路、水

防拠点等の施設の整備に努めるものとする。 

○国〔農林水産省、国土交通省〕及び地方公共団体は、河川等における災害時の

緊急対応を効率的に行えるようにするため、必要に応じて河川管理用進入路、水

防拠点等の施設の整備に努めるものとする。 
（新設） ○国〔国土交通省〕及び地方公共団体は、アンダーパス部等の道路の冠水を防止

するため、排水施設及び排水設備の補修等を推進する。また、渡河部の道路橋や

河川に隣接する道路の流失により、被災地の孤立が長期化しないよう、洗掘防止

や橋梁の架け替え等の対策を推進するものとする。さらに、国〔国土交通省〕

は、応急復旧資機材の確保や貸与等による地方公共団体への支援を推進するもの

とする。 
（新設） ○国〔国土交通省〕は、洪水からの緊急時の一時的な避難場所を確保するため、

直轄国道の高架区間等を避難場所等として活用するための緊急避難施設を整備す

るなど、道路における洪水への対応を推進するものとする。 
（略） （略） 
第４節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧・復興への備え 第４節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧・復興への備え 

（略） （略） 

○河川管理者は、水害の激甚化、治水対策の緊要性、ダム整備の地理的な制約等

を勘案し、緊急時に既存ダムの有効貯水容量を洪水調節に最大限活用するため、

「ダム洪水調節機能協議会」等を組織し、利水ダム等の事前放流の取組を推進す

るものとする。 

○河川管理者は、水害の激甚化、治水対策の緊要性、ダム整備の地理的な制約等

を勘案し、緊急時に既存ダムの有効貯水容量を洪水調節に最大限活用するため、

「ダム洪水調節機能協議会」等を組織し、利水ダム等の事前放流の取組を推進す

るものとする。また、国〔国土交通省〕及び独立行政法人水資源機構は、ダムの
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修正前 修正後 

洪水調節と水力発電の両機能を発電事業者等との連携により最大限活用する取組

を推進するものとする。 

（略） （略） 

第２章 災害応急対策 第２章 災害応急対策 

（略） （略） 

第１節 災害発生直前の対策 第１節 災害発生直前の対策 

○風水害については、気象・水象情報の分析により災害の危険性をある程度予測

することが可能なことから、被害を軽減するためには、情報の伝達、適切な避難

誘導、災害を未然に防止するための活動等災害発生直前の対策が極めて重要であ

る。 

○風水害については、気象・水象情報の分析により災害の危険性をある程度予測

することが可能なことから、被害を軽減するためには、情報の伝達、適切な避難

誘導、災害を未然に防止するための活動等災害発生直前の対策が極めて重要であ

る。 

（新設） ○国〔国土交通省〕は、都道府県が指定した洪水予報河川について、当該都道府

県の求めに応じ、国が指定した洪水予報河川の水位を予測する過程で取得した予

測水位情報を都道府県及び気象庁に提供するものとする。 

（略） （略） 
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修正前 修正後 

第６編 火山災害対策編 第６編 火山災害対策編 

第１章 災害予防 第１章 災害予防 

第１節 想定される火山災害の適切な設定と対策の基本的な考え方 第１節 想定される火山災害の適切な設定と対策の基本的な考え方 

（略） （略） 
○火山災害の想定に当たっては、古文書等の資料の分析、火山噴出物の調査、火

山地形等の調査などの科学的知見に基づく調査を通じて、過去の災害履歴等をよ

り正確に調査するものとする。 

○火山災害の想定に当たっては、古文書等の資料の分析、火山噴出物の調査、火

山地形等の調査などの科学的知見に基づく調査を通じて、過去の災害履歴等をよ

り正確に調査するものとする。なお、火山活動の現状や推移に関する総合的な評

価を行う火山調査研究推進本部と連携するものとする。 
（略） （略） 
第２節 火山災害に強い国づくり、まちづくり 第２節 火山災害に強い国づくり、まちづくり 
（略） （略） 
２ 火山災害に強いまちづくり ２ 火山災害に強いまちづくり 
(1) 火山災害に強いまちの形成 (1) 火山災害に強いまちの形成 
（略） （略） 
○国〔内閣府、消防庁、農林水産省、国土交通省、国土地理院〕及び地方公共団

体は、火山噴火による危険が差し迫った状態にある場合には短時間に多数の住

民、登山者等の避難が必要になる場合があることを勘案し、詳細な地形や地形特

性を表した地理情報の整備の推進、あらかじめ避難のための道路、港湾、広場等

の整備の推進に努めるものとする。 

○国〔内閣府、消防庁、農林水産省、国土交通省、国土地理院〕及び地方公共団

体は、火山噴火による危険が差し迫った状態にある場合には短時間に多数の住

民、登山者等の避難が必要になる場合があることを勘案し、詳細な地形や地形特

性及び避難所等の防災関連施設を表した地理空間情報の整備の推進、あらかじめ

避難のための道路、港湾、広場等の整備の推進に努めるものとする。 

（略） （略） 

第３節 国民の防災活動の促進 第３節 国民の防災活動の促進 

（略） （略） 
２ 防災知識の普及、訓練 ２ 防災知識の普及、訓練 
(1) 防災知識の普及 (1) 防災知識の普及 
（略） （略） 
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○国〔内閣府、気象庁等〕、公共機関及び地方公共団体等は、防災週間や防災関

連行事等を通じ、住民に対し、火山ハザードマップや火山防災マップ等を用いて

火山災害の危険性を周知するものとする。 

○国〔内閣府、気象庁等〕、公共機関及び地方公共団体等は、防災週間、火山防

災の日、防災関連行事等を通じ、住民に対し、火山ハザードマップや火山防災マ

ップ等を用いて火山災害の危険性を周知するものとする。 

（略） （略） 

３ 国民の防災活動の環境整備 ３ 国民の防災活動の環境整備 

（略） （略） 

(3) 企業防災の促進 (3) 企業防災の促進 

（略） （略） 

○市町村地域防災計画に名称及び所在地を定められた不特定かつ多数の者が利用

する施設又は要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、火山現象の発生及び推移

に関する情報伝達に関する事項、防災体制に関する事項、避難誘導に関する事

項、避難訓練及び防災教育に関する事項等を定めた避難確保計画の作成・公表、

当該避難確保計画に基づく避難訓練を実施するものとし、作成した避難確保計画

及び実施した避難訓練の結果について市町村長に報告するものとする。 

○市町村地域防災計画に名称及び所在地を定められた不特定かつ多数の者が利用

する施設又は要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、火山現象の発生及び推移

に関する情報伝達に関する事項、防災体制に関する事項、避難誘導に関する事

項、避難訓練及び防災教育に関する事項等を定めた避難確保計画を作成又は変更

し、公表するとともに、当該避難確保計画に基づく避難訓練を実施するものと

し、作成又は変更した避難確保計画及び実施した避難訓練の結果について市町村

長に報告するものとする。 

○市町村は、警戒地域内の避難促進施設に係る避難確保計画の作成又は避難訓練

の実施に関し必要な助言又は勧告等を行い、施設所有者又は管理者による取組の

支援に努めるものとする。 

○市町村は、必要に応じて火山防災協議会に意見を求めつつ、警戒地域内の避難

促進施設に係る避難確保計画の作成及び変更並びに避難訓練の実施に関し必要な

情報提供、助言等の援助を行い、施設所有者又は管理者による取組の支援に努め

るものとする。 

（略） （略） 

第４節 火山災害及び火山災害対策に関する研究及び観測等の推進 第４節 火山災害及び火山災害対策に関する研究及び観測等の推進 

(1) 火山災害及び火山災害対策に関する研究の推進 (1) 火山災害及び火山災害対策に関する研究の推進 

○第２編１章４節(1)「災害及び防災に関する研究の推進」 ○第２編１章４節(1)「災害及び防災に関する研究の推進」 

（新設） ○国〔文部科学省、気象庁、内閣府、国土地理院等〕は、関係機関間の緊密な連

携を図りつつ、観測データ及び研究成果の流通の促進、観測研究体制の充実等を

推進するものとする。 
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（新設） ○火山調査研究推進本部は、火山に関する観測、測量、調査及び研究の推進につ

いての総合的かつ基本的な施策の立案、関係行政機関の火山に関する調査研究予

算等の事務の調整、火山に関する総合的な調査観測計画の策定を行うものとす

る。また、火山に関する観測、測量、調査又は研究を行う関係行政機関、大学等

の調査結果等を収集・整理・分析の上、総合的な評価を行い、これに基づき広報

を行うものとする。 

（略） （略） 

第５節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧・復興への備え 第５節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧・復興への備え 

（略） （略） 

○地方公共団体は、登山者など火山に立ち入る者の円滑かつ迅速な避難の確保を

図るため、登山届の導入、携帯電話による災害情報に関するメール配信登録サー

ビスの導入、火口周辺施設との連携等により、登山者等の情報の把握に努めるも

のとする。この際、火山防災協議会において、火山付近への来訪者の状況、火山

へのアクセス等を勘案し、災害時の登山者の早期把握、安否確認等に資する登山

届の必要性について検討するものとする。登山届が必要と認められる場合には、

ＩＴを用いた登山届の仕組み等も活用し、火山地域全体での一体的な運用を図る

よう努めるものとする。 

○地方公共団体は、登山者など火山に立ち入る者の円滑かつ迅速な避難の確保を

図るため、登山届の導入、携帯電話による災害情報に関するメール配信登録サー

ビスの導入、火口周辺施設との連携等により、登山者等の情報の把握に努めるも

のとする。この際、火山防災協議会において、火山付近への来訪者の状況、火山

へのアクセス等を勘案し、災害時の登山者の早期把握、安否確認等に資する登山

届の必要性について検討するものとする。登山届が必要と認められる場合には、

ＩＴを用いた登山届の仕組みを活用するなど、登山者等が情報の提供を容易に行

うことができるよう必要な配慮をするとともに、火山地域全体での一体的な運用

を図るよう努めるものとする。 

（略） （略） 

２ 情報の収集・連絡及び応急体制の整備関係 ２ 情報の収集・連絡及び応急体制の整備関係 

(1) 情報の収集・連絡体制の整備 (1) 情報の収集・連絡体制の整備 

（略） （略） 

○国〔気象庁等〕は、火山機動観測に必要な観測設備や調査機器の現地への設置

が、大学等の研究機関等も含めて迅速に行われるよう調整するものとする。 

○国〔気象庁、文部科学省等〕は、火山機動観測に必要な観測設備や調査機器の

現地への設置が、大学等の研究機関等も含めて迅速に行われるよう調整するもの

とする。 

（略） （略） 
第２章 災害応急対策 第２章 災害応急対策 
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第６編 火山災害対策編 

修正前 修正後 

（略） （略） 
第１節 災害発生直前の対策 第１節 災害発生直前の対策 
（略） （略） 
１ 火山活動に関する情報の収集 １ 火山活動に関する情報の収集 
（略） （略） 
○国〔国土交通省、気象庁〕、大学等の火山監視観測・調査研究機関は、火山活

動に関する情報を相互に共有し、火山活動の状況の把握に努めるものとする。ま

た、火山の監視観測を行う機関は、火山噴火予知連絡会による総合調整の下で、

現地において機動的な観測を行うものとする。 

○国〔気象庁、文部科学省、国土地理院等〕、大学等の火山監視観測・調査研究

機関は、火山活動に関する情報を相互に共有し、火山活動の状況の把握に努める

ものとする。また、火山監視観測・調査研究機関は、火山調査研究推進本部によ

る調査研究方策や具体的な実施計画に基づいて、連携して機動的な調査観測等を

実施するものとする。 
（略） （略） 
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第 12編 原子力災害対策編 

修正前 修正後 

第 12編 原子力災害対策編 第 12編 原子力災害対策編 

（略） （略） 

第１章 災害予防 第１章 災害予防 

（略） （略） 

第５節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え 第５節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え 

（略） （略） 
４ 救助・救急、医療、安定ヨウ素剤の服用及び消火活動関係 ４ 救助・救急、医療、安定ヨウ素剤の服用及び消火活動関係 

（略） （略） 

(3) 安定ヨウ素剤の配布及び服用関係 (3) 安定ヨウ素剤の配布及び服用関係 

（略） （略） 

○地方公共団体は、ＵＰＺにおいても、ＰＡＺ内と同様に予防的な即時避難を実

施する可能性のある地域、避難の際に学校や公民館等の配布場所で安定ヨウ素剤

を受け取ることが困難と想定される地域等においては、自らの判断で、平常時に

事前配布を行うことができるものとする。 

○地方公共団体は、ＵＰＺにおいても、ＰＡＺ内と同様に予防的な即時避難を実

施する可能性のある地域、避難の際に学校や公民館等の配布場所で安定ヨウ素剤

を受け取ることが困難と想定される地域等においては、自らの判断で、平常時に

事前配布を行うことができるものとする。 

（新設） 〇地方公共団体は、原子力災害対策指針等を参考に、安定ヨウ素剤の服用の効果

等について住民等へ日頃から周知徹底に努めるものとする。 

（略） （略） 

第２章 災害応急対策 第２章 災害応急対策 

第１節 発災直後の情報の収集・連絡、緊急連絡体制及び活動体制の確立 第１節 発災直後の情報の収集・連絡、緊急連絡体制及び活動体制の確立 

１ 情報収集事態発生時の連絡等 １ 情報収集事態発生時の連絡等 

（略） （略） 

○原子力規制委員会は、情報収集事態の発生及びその後の状況について、関係省

庁及び関係地方公共団体に対し情報提供を行うものとする。 

○原子力規制委員会・内閣府合同情報連絡室は、情報収集事態の発生及びその後

の状況について、関係省庁及び関係地方公共団体に対し情報提供を行うものとす

る。 

（略） （略） 

２ 警戒事態発生時の連絡等 ２ 警戒事態発生時の連絡等 

（略） （略） 
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第 12編 原子力災害対策編 

修正前 修正後 

○原子力規制委員会は、警戒事態の発生及びその後の状況について、関係省庁及

び関係地方公共団体に対して情報提供を行うものとする。 

○原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同警戒本部は、警戒事態の発生及びそ

の後の状況について、関係省庁及び関係地方公共団体に対して情報提供を行うも

のとする。 

○原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同警戒本部は、ＰＡＺ内の地方公共団

体に対し、連絡体制の確立等の必要な体制をとるよう要請する。また、原子力事

業所の被害状況に応じて、原子力災害対策指針で規定される施設敷地緊急事態要

避難者の避難準備（避難先、輸送手段の確保等）を要請するものとする。その際

併せて、気象情報を提供するものとする。 

○原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同警戒本部は、ＰＡＺ内の地方公共団

体に対し、連絡体制の確立等の必要な体制をとるよう要請する。また、原子力事

業所の被害状況に応じて、原子力災害対策指針で規定される施設敷地緊急事態要

避難者の避難準備（避難先、輸送手段の確保等）を要請するものとする。その際

併せて、気象情報を提供するものとする。原子力規制委員会・内閣府原子力事故

合同警戒本部は、ＰＡＺ内の地方公共団体との間において、要請した施設敷地緊

急事態要避難者の避難準備の状況等を随時連絡するなど、連絡を密にするものと

する。 

○国〔原子力規制委員会〕、地方公共団体、原子力事業者及び指定公共機関〔国

立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、国立研究開発法人日本原子力研究開

発機構〕は、緊急時モニタリングセンターの立上げ準備、モニタリングポストの

監視強化その他の緊急時モニタリングの準備を行うものとする。 

（移設） 

○原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同警戒本部は、ＵＰＺ内の地方公共団

体に対し、連絡体制の確立等の必要な体制をとるよう要請するものとし、ＵＰＺ

外の地方公共団体（ＰＡＺ外であり、かつＵＰＺ外である区域を管轄する地方公

共団体をいう。以下同じ。）に対し、施設敷地緊急事態要避難者の避難準備（避

難先、輸送手段の確保等）に協力するよう要請するものとする。その際併せて、

気象情報を提供するものとする。 

○原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同警戒本部は、ＵＰＺ内の地方公共団

体に対し、連絡体制の確立等の必要な体制をとるよう要請するものとし、ＵＰＺ

外の地方公共団体（ＰＡＺ外であり、かつＵＰＺ外である区域を管轄する地方公

共団体をいう。以下同じ。）に対し、施設敷地緊急事態要避難者の避難準備（避

難先、輸送手段の確保等）に協力するよう要請するものとする。その際併せて、

気象情報を提供するものとする。 

（移設） ○国〔原子力規制委員会〕、地方公共団体、原子力事業者及び指定公共機関〔国

立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、国立研究開発法人日本原子力研究開

発機構〕は、緊急時モニタリングセンターの立上げ準備、モニタリングポストの

監視強化その他の緊急時モニタリングの準備を行うものとする。 

（略） （略） 

３ 施設敷地緊急事態発生時の連絡等 ３ 施設敷地緊急事態発生時の連絡等 
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第 12編 原子力災害対策編 

修正前 修正後 

(1) 施設敷地緊急事態発生情報等の連絡 (1) 施設敷地緊急事態発生情報等の連絡 

（略） （略） 

○原子力規制委員会は、原子力防災管理者から通報・連絡を受けた事項、事象の

概要、事象の今後の進展の見通し等事故情報、住民の避難準備に係る事項等につ

いて、指定行政機関に連絡するものとする。 

○原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同対策本部は、原子力防災管理者から

通報・連絡を受けた事項、事象の概要、事象の今後の進展の見通し等事故情報、

住民の避難準備に係る事項等について、指定行政機関に連絡するものとする。 

○指定行政機関は、原子力規制委員会から連絡を受けた事項について、指定公共

機関に連絡するものとする。 

○指定行政機関は、原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同対策本部から連絡

を受けた事項について、指定公共機関に連絡するものとする。 

（略） （略） 

第２節 避難、屋内退避等の防護及び情報提供活動 第２節 避難、屋内退避等の防護及び情報提供活動 

１ 避難、屋内退避等の防護措置の実施 １ 避難、屋内退避等の防護措置の実施 

（略） （略） 

○原子力災害対策本部は、ＵＰＺ内の地方公共団体に対し、屋内退避の実施やＯ

ＩＬ（原子力災害対策指針に基づく運用上の介入レベルをいう。以下同じ。）に

基づく防護措置の準備（避難・一時移転先、輸送手段、避難退域時検査及び簡易

除染場所の確保等）を行うよう要請するものとする。また、ＵＰＺ外の地方公共

団体に対しては、ＰＡＺ内の地方公共団体から避難してきた住民等の受入れや、

ＵＰＺ内の地方公共団体が行う防護措置の準備への協力を要請するものとする。 

○原子力災害対策本部は、ＵＰＺ内の地方公共団体に対し、屋内退避の実施を指

示するとともに、ＯＩＬ（原子力災害対策指針に基づく運用上の介入レベルをい

う。以下同じ。）に基づく防護措置の準備（避難・一時移転先、輸送手段、避難

退域時検査及び簡易除染場所の確保等）を行うよう指示するものとする。また、

ＵＰＺ外の地方公共団体に対しては、ＰＡＺ内の地方公共団体から避難してきた

住民等の受入れや、ＵＰＺ内の地方公共団体が行う防護措置の準備への協力を要

請するほか、事態の進展などに応じて、屋内退避の実施を指示するものとする。 

（略） （略） 

○新型コロナウイルス感染症を含む感染症の流行下において、原子力災害が発生

した場合、住民等の被ばくによるリスクとウイルスの感染拡大によるリスクの双

方から、国民の生命・健康を守ることを最優先とする。具体的には、避難又は一

時移転を行う場合には、その過程又は避難先等における感染拡大を防ぐため、避

難所・避難車両等における感染者とそれ以外の者との分離、人と人との距離の確

保、マスクの着用、手洗いなどの手指衛生等の感染対策を実施する。 

○感染症の流行下において、原子力災害が発生した場合、住民等の被ばくによる

リスクとウイルスの感染拡大によるリスクの双方から、国民の生命・健康を守る

ことを最優先とする。具体的には、避難又は一時移転を行う場合には、その過程

又は避難先等における感染拡大を防ぐため、避難所・避難車両等における感染者

とそれ以外の者との分離、人と人との距離の確保、マスクの着用、手洗いなどの

手指衛生等の感染対策を実施する。 

（略） （略） 

第７節 物資の調達、供給活動 第７節 物資の調達、供給活動 
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第 12編 原子力災害対策編 

修正前 修正後 

（略） （略） 

(3) 国による物資の調達・供給 (3) 国による物資の調達・供給 

（略） （略） 

○国〔厚生労働省〕は、給水について、関係事業者に対する要請等を行い、その

供給の確保を図るものとする。 

○国〔国土交通省〕は、給水について、関係事業者に対する要請等を行い、その

供給の確保を図るものとする。 

（略） （略） 

第 11節 自然災害及び原子力災害の複合災害への対応 第 11節 自然災害及び原子力災害の複合災害への対応 

（略） （略） 

○国は、政府本部及び原子力災害対策本部（以下「両本部」という。）が総合的

かつ効率的な災害対策を実施できるよう、両本部の合同会議を開催するものとす

る。両本部は、情報共有や連携を円滑に行うため、相互に情報連絡要員を派遣す

るものとする。併せて、両本部が保有する情報収集システム（総合防災情報シス

テム、統合原子力防災ネットワーク）を相互に利用し、情報共有を行うものとす

る。また、個別の地域の状況を踏まえ、両現地対策本部の情報共有や連携を円滑

に行うため、相互に情報連絡要員の派遣などを行うものとする。 

○国は、政府本部及び原子力災害対策本部（以下「両本部」という。）が総合的

かつ効率的な災害対策を実施できるよう、両本部の合同会議を開催するものとす

る。両本部は、情報共有や連携を円滑に行うため、相互に情報連絡要員を派遣す

るものとする。併せて、両本部が保有する情報収集システム（総合防災情報シス

テム（ＳＯＢＯ－ＷＥＢ）、統合原子力防災ネットワーク）を相互に利用し、情

報共有を行うものとする。また、個別の地域の状況を踏まえ、両現地対策本部の

情報共有や連携を円滑に行うため、相互に情報連絡要員の派遣などを行うものと

する。 

（略） （略） 

 

以上 


